
岐阜県における 高次脳機能障害支援センタ 一の活動状況と 問題点 岐阜県 

① 岐阜県の支援拠点機関での 調査 

a ; 支援センタ一について 

相談実態の調査 : 電話問い合わせ・ 窓口相談 ( いずれも地域医療部が 受け付ける ) 

や 、 脳外科外来を 受診する患者について、 件数・属性・ 相談内容を調査した。 

支援ネットワークの 調査 : 既 登録者の調査・ 支援 や 、 患者やサービスについての 

情報交換・問い 合わせを行さなかで、 連携を図った 市町村や機関の、 範囲や連携回数 

を調査した。 

b ; 支援コーディネータ 一について 

当院 勤務の 2 名について、 職種や経験年数等を 記入し、 報告した。 

c ; 個人登録者について 

既存登録者は 平成 15 年度までの登録者 20 名のうち終了・ 中断ケースを 除いた登録 

者について調査を 行った。 新規登録者は 平成 16 年 5 月以降の脳外科外来を 受診した高 

次脳機能障害者を 中心に、 面談 中 。 

② 平成 16 年度の相談実態調査の 結果 

平成 16 年 10 月～ 12 月の相談件数 

延べ件数 : 約 30 件 ( 受診・来院 60%  電話 40%) 

年齢 / 性別 : 10 歳代～ 70 歳代 男性 65%  女性 35% 

原因疾患 : 約 90% が外傷性 脳 損傷 

居住地 : 県内車 濃 ・ 中濃 ・ 西濃が 70%  十県外 

相談内容 : 診断や評価，保障関係，就業相談，福祉サービスなど 

③ 平成 16 年度の当院の 外来受診状況 

平成 16 年 5 月～ 12    の 当 院の 接診 ・相談状況 

脳外科外来受診者・・・ 約 35 名 ( う ち約 65% が 仙 院からの紹介患者 ) 

年齢 / 性別 : 10 歳代～ 70 歳代 男性 70%  女性 30% 

居住地 : 県内 東濃 ・ 中濃 ・ 西濃 十県外 

づ 診断や評価を 希望して来院される 患者も多い。 

④ 県全体としての 高次脳機能障害者支援について 

第 1 回岐阜県高次脳機能障害支援対策整備推進委員会 ; 平成 16 年 12 月 8 日 

@  区 分 @ 所 属 等   

地方支援拠点機関 本沢記念病院 医師 
  支援コーディネ 、 一 ター 2 名 

医療関係 岐阜県医師会常務理事 

県立岐阜病院救命救急センター 主任医長 

就労関係 岐阜労働局職業対策課長 

岐阜障害者職業センタ 一所長 

岐阜県健康福祉環境部障害福祉課長 

福祉関係 岐阜県精神保健福祉センタ 一所長 
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岐阜県精神障害者社会復帰施設協議会代表 

脳 外傷友の会「みずほ」 ぎふ 支部長 

岐阜県健康福祉環境部保健医療 課 

議題 -1 : 高次脳機能障害支援モデル 事業について 2 : 支援対象者への 対応について 

⑤ 今後の課題 

Ⅹ 支援 ネ、 ッ トワークがまだ 十分に機能していない。 

づ 他機関との連携ケースを 積み重ねることにより、 支援 ネ、 ッ トワークの確立に 向 

けての経験を 増やしていく 必要があ る。 

Ⅹ 社会復帰につながる 場としての作業所への 支援が不足している。 

づ 医学的リハビリ 後、 就労のための 訓練・相談をする 揚がないため、 作業所を支 

接 する必要があ る。 

釆 遠方からの受診者に 対する、 診断・評価後の 継続 フ オローがなされていない。 

づ 当 院が継続 フ オロー可能な 地域覚からの 受診者に対し、 リハビリや継続相談を 

行ってくれる 他機関はないか。 
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H17l02l04 

平成 16 ヰ皮第 2 回地方支援拠点機 笘 等速 軽協 詩会 

友阜 県にお ケる 
高力 脳機能障害 @ 援センタ一の 

活動状況と 庸題点 

岐阜県 / 支援拠点機関 : 本沢記念病院 

②平成 f6 年度 栢 談笑 持凍 俺の結果 
6 年 101 月一       

延べ件数 : 約 30 件 ( 受診・来院 60% 電話 40%) 

年齢 / 性別 -.10 歳代 -70 歳代 

男性 65%  女性 35% 

原因疾患 : 約 90% が外傷性用損傷 

居住地 : 県内車 渡 ・ 中濃 ・ 西濃が 70%  + 県外 

相談内容 : 診断や評価．保障関係・ 就業相談 

福祉サービスなど 

④県全体としての 高次将 機駝偉婁孝 支援 仁 ついて 

第 ] 国枝阜県高次 腕 な 能 % き支柱対策整備推進委貝金 
出な者       

地方支 接担点技 餌 木呪 毘念病暁 五師 

交接 コ 一千 イ ネーター 2 名   攻 車夫 晦句 会常務左耳 

県立 廿阜 病院 秩 G 放 き センター主任医長 

就労 苗仮 岐阜 労 世局Ⅰ 秦対束 ま使 

攻阜め 宮古 憶案 センタ一所長 

福祉 曲傑 披阜 穏健六 % 祉珪耳樺巨 吉祥 祉 まま 

杖阜崇描 神佑盆石柱センタ 一所長 

枝卓立市神口音 舌 社会 仮掃施俺杵 辞去作表 

明保田 佑 在外向友の会Ⅰみずほ」 ぎふ 文句 且 

車群 局 岐阜県在京福祉五 % 租侯健医荻悪 

議題             高次 俺俺能 障害支援モデル 華主について 
      文揖 対象者への対応について 

0  % 阜 京の支援拠点機 博 での調査 シー こつい   
属性・相談内容を 譚 俺 した。   

比及揺コ 一千 ィ ネータ一について 
当院 勤務の 2 名について、 牡 種や経験年数寄を 柁 入 し、 報 
告 した。 

c;i@@a@@-i=oi¥-c 
既存 宜録 者は平成 ]5 年度までの 登舘者 20 名のうち終了， 

十所ケースを 携 いた 壷録 者について 調 蚕を行った。   
③平方前 6 年度の当蹉の 外来受診状況 皿ぬ 
脳外科外来受診者，‥約 35 名 

( う ち約 65% が仙院からの 紹介患者 ) 

年齢 / 性別 :10 歳代 一 70 歳代 

男性 70%  女性 30% 

居住地 : 県内車 濃 ・ 中濃 ・ 西濃 + 県外 

- 診断や評価を 希望して来院されるき 者も多い。 

⑤今後の温 題 
  支援キットワークがまだ 十分に機 辞 していない。 

  

づ他援蘭 との連携ケースを 積み重ねることにより、 支揖ネソ 

トワーウの確立に 向けての経験を 増やしていく 必要があ る。   ム ョ こつ た   く               所への 支温か 

不足している。 

っ 医学的リハビリ 後，就労のための 訓練・相談さする 鵠が 

むいため、 作業所を支接する 必要があ る。 

      "   ヱ   へ   "    多         一 @     診 Ⅱ     

フォロ ー がなされていない。 

～ 当 院が継続 フ オロー可能な 地域覚からの 受診者に対し、 

リ /t ビリや継 様相談を行ってくれる 他機関はないか。 
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三重県 三重モデルにおける 支援センター 活動状況と問題点、 

1. 支援機関 

三重県身体障害者総合福祉センター ( 以下身障センターという ) 

2. 支援コーディネ 、 一 ター 

コーディネーター 1 名 

( 職種生活支援 員 ) 

コーディネーターは、 高次脳機能障害者の 支援に卓越した 経験と社会福祉全般の 知識を 

有するものが 担っている。 

  

3. コーディネータ 一の業務 

(1) コーディネータ 一の業務は、 県内における 高次脳機能障害者の 診断・訓練、 社会保障、 

地域サービスの 情報など多種多様な 相談に対応し、 拠点病院、 他病院、 市町村、 施設など 

の 各関係機関と 連携を密にし、 利用者ニーズの 実現に向けた 支援を行う。 

(2) 三重モデルを 帰結した ( 身障センター、 松阪中央総合病院、 セ栗 サナトリウム ) の継続的 

な 支援を行い、 訓練終了後の 地域・社会生活安定に 向けた支援を 行 う 。 

4. 相談状況 

平成 16 年 4 月より同年 12 月末までの 9 ケ 月間の軽易な 相談を除く件数は 145 件であ っ 

た 。 特に身障センタ 一で行 う もの以外に拠点病院、 他病院、 地域機関に出向き 相談を受け 

る傾向が強く、 全体の 70% に及んでいる。 また、 モデル事業を 実施していない 他 都道府県 

からの直接的相談も 増加し、 対応に苦慮している。 

    
  
  

  

  
  

  
  
      

    
        
    
    
    
    Ⅰ 月 5 月 6 月 7 月 8 月 g 月 l0 月 ll 月 l2 月   
  

  

  
  

  
  
    

5% 最結 者のアフターフオロ 一 

平成 16 年 4 月より同年Ⅰ 2 月末までの 9 ケ 月間の電話等を 除く直接面接による 件数は 、 

80 件であ った。 身障センター 来 所によるものは、 20 件であ り、 身障センター 以外の拠点 

病院、 職場 ( 施設 ) などが 60 件と、 全体の 75% を占めている。 特に職場などのジョブ 支援が 

質・量ともに 増加傾向にあ る。 
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6. 問題の整理 
4,5 にあ るよ う に、 相談・アフターともコーディネータ 一の活動場所は 、 主に身障センター 外にあ 

り 、 実 稼動日数の 75% を地域で行っていることになる。 これは、 当初の社会モデルとしての 三重モデ 

ルの方向性と、 医療・福祉連携の 実際的運用に 欠かせないことであ るが、 今後高次脳機能障害者のニ 
ーズ拡大により、 充分な継続的支援を 実行する保障はない。 

7. 見通し 

三重モデルにおいては、 今後も高次脳機能障害者への 充分な対応と、 地域での問題を 全体的に捉え 
る目的によって、 県内の知的障害、 身体障害、 精神障害の領域ごとに 設置している 支援コーディネ 一 

タ一 との連携を強化し、 地域密着型の 継続的支援体制 ( システム ) を図る。 
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支援活動センター 活動状況と問題点、 大阪府 

ェ ・施設の自立支援プロバラムを 基本とした入所、 通所プロバラム 
入所 1 、 通所 3 で平成 1 6 年 1 0 月よりスタート   

期間は概ね、 3 か月 。 

通所回数は 2 ～ 3 回 7 週 ( 送迎は家族 ) 。 

対象者の決定については、 相談者のニーズを 基本に面接し、 方向性を定め、 最終的には地域生活 

支援決定・推進会議で 決定。 

(1) 利用者について 
① 第 工期 (H16.10 ～ 1 2) 
入所 

K.H. 4 9 歳 男 脳挫傷 

通所 
M.I.  2 4 歳 女 脳挫傷 
K.M. 4 1 歳 女 低 酸素脳症 
S.W.  3 5 歳 大 くも膜下出血 

第 1 期は入所 1 名、 通所 3 名で実施。 

②第 2 期 (H.17.1 ～ 3) 
第 1 期の利用者は、 全員継続となり ( 入所 1 名は通所に変更 ) 、 新たに 3 名の利用者が 加わ 

、 った 。 新規利用者の 特徴は以下のとおり。 

新規通所 
H.I.            脳挫傷 

H.K              脳挫傷 

Y ， Y ・ 3 1 歳 女 脳挫傷 

第 2 期は通所 7 名で実施。 

(2) 週間プロバラムについて 
施設入所者 ( 支援 費 制度 ) の自立生活支援プロバラムを 基本としつつ、 火、 木曜日につい 

ては高次脳機能障害支援プロバラムの 集中実施日とした。 プロバラム内容は 資料 1 ( 平成 1 

6 年度支援プロバラム 週間時間割菱 ) を参照。 

(3) 高次 脳 パソコンプロバラムについて 

パソコンを活用したテスト 課題を用い、 治療経過の評価、 脳機能のリハビリテーションに 用 

いた。 資料 2 ( 高次 脳 パソコンプロバラムについて ) を参照。 

2, 生活支援相談等 ( 家族、 関係諸機関 ) の取り組み 
入所、 通所プロバラムの 利用には至らなかったが、 面接、 電話等により、 生活支援等をした 利用 

者 84 ケースの状況は 以下のとおりであ る。 (H. 1 6. 4. 1 ～ 1 2. 3 n 
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年齢 

居住地 
  

大阪府 (k 阪 市を除く )  4 9 

大阪市 1@ 4 

地 府県 1@ 9 

不明 2 

計 8@ 4   
原因疾患 

外傷性 脳 損傷 4@ 5 

脳血管障害 2@ 5 

低 酸素脳症、 、 ， 2 

その他 9 

不明 3 

計 8@ 4 

相談内容儀 数 回答 ) 

診断 1@ 9 

@ ，訓練 3@ 5 

福祉サービス 3@ 4 
計 

8  8 

    施設のプロバラムを 利用後、 他機関のプロバラムを 紹介し、 参加しているケース。 

37 歳、 男性、 脳挫傷 ( 大学生時、 交通事故 ) により、 高次脳機能障害となる。 
継続して施設プロバラムに 参加した後、 就労の可能性を 探るため、 障害者職業センターと 連携。 

/" 口 -" ワークに登録し、 ワークトレーニンバを 受講。 採用待ちで、 体調維持もあ り、 地域の小規模 

作業所に通所。 

4. 問題点 は ついて 

支援コーディネーターは 2 名で活動しているが、 身体障害者更生施設利用者の 支援も兼ねていて 
( 夜勤等もあ り ) 、 高次脳機能障害者の 支援に専俳した 動き、 あ るいはタイムリ 一な動きが取りに 

くい現状であ る。 

また、 他の関係機関とも 緊密な連携を 取りにくい状況があ る。 
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ス版府立身体障害者福祉センター 

支援コーディネーター 

鈴木明 善 、 辻本幹雄 

ラ
ム
 

グ
一
 

口
一
 

プ
一
 ・高次脳機能障害支援プロバラムと 更生施設プロ 

グラム 

・期間は概ね 3 か月 ( 継続も可 ) 

  通所回数は 2 回 7 週が基本 

  第 Ⅰ期は人所Ⅰ 名 、 通所 3 名で、 平成 lR 年 

10 月 より、 スタート。 

  第 2 期は第「期の 継続希望者と 新規 3 名を 

加え、 通所 7 名で実施。 

利用者の状況 

コンプロバラム   
，空間位置の 判断、 記憶に関係した 課題 

単純反応課題． 運延反 課題．遅延順序課題 

・図形の識別、 記憶に関係した 課題 
孤立項目深 題 ． 塵 延見本合わせ 賎題 ．遅延順序見本合わせ 

課題 

・注意のシフトや 反応抑制に関係した 課題 
      主俺 シフト課題．ゴー・ノーゴー 礫題 ．デュアル課題 

，評価項目は 正答率、 反応時間、 到達レベ 
ノ b 等 
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り組 み       ・施設プロバラムを 利用後、 他機関プロバラムを 紹 

・年齢は 30 歳代 29% 、 50 黄化 18% 、 40 熊代 15% 介し、 参加しているケース 

20 歳代 15% 
・性別 は 男性 68% 、 女性 32% 37 歳、 男性、 脳挫傷により、 高次脳機能障害。 

・居住地は、 大阪府 ( 大阪市をのぞく )60% 、 大阪市 17%   
他 府県四 % 施設プロバラムに 参加後、 就労の可能性を 探るため、 

・原因疾患は 外傷性 脳 損傷 56% 、 脳血管障害 31 瞬 障害者 投業 センターと連携。 ワーウトレーニンバを 受講。 
．相談内容は 訓練 40% 、 福祉サービス 39% 、 診断 21% 

現在、 採用待ちで地域の 小規模作業所に 通所。 

        

0 間 題点 
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岡山県 岡山県における 支援センター 活動状況と課題 

まず最初に拠点機関利用者の 実態をご説明します。 

平成 16 年度の拠点機関利用者は 1 月 14 日現在で 54 名となっています。 性別で見ると 男性が圧倒 

的に多くなっています。 年齢層は 20 歳代から 50 歳代までの利用者が 多く、 労働年齢層が 中心といえ 

ます。 手帳 については 54 名 中 36 名が手帳 なしの人ですが、 手帳 なしの中には 申請中や取得見込みの 

人もあ り、 のぞみ 寮 利用者で将来的手帳 の取得が困難と 思われる人は 5 名程度です。 手帳 の取得手続 

きを支援することで 療育手帳 が取得できた 人もいます。 原因疾患では、 脳血管障害と 脳 外傷がほとん 

どを占めます。 相談時の主訴については、 医療機関では 診断と回復への 訓練が大部分であ るのに対し 

て 、 福祉機関では 多様なニーズへの 対応が求められています。 このことは、 医療機関と福祉機関とで 

は 支援コーデイネータに 求められる資質が 異なることを 示していると 言えます。 関係機関との 連携に 

ついては、 連携業務の総数が 医療機関と福祉機関とで 異なっています。 連携内容について 言うと、 医 

療 機関では福祉サービスへの 移行のための 連携が多く、 一方福祉機関では 就労支援機関や 企業との連 

携など就労支援のための 連携や医療機関からの 移行を受け付けるための 連携が多いと 言えます。 福祉 

機関同士の構の 連携はこれらよりも 少なくなっています。 

モデル事業登録者は 現在までに 8 名ですが、 今後施設での 生活訓練支援事例 2 名の追加が予定され 

ています。 在宅支援や教育支援の 事例データの 充実も必要と 考えています。 

さて、 サービスを提供が 比較的スムースに 行われた例と 何らかの障壁が 存在する例を、 サービスの 

デ リバリーという 視点で 3 例挙げてみました。 好事例としては、 拠点医療機関、 拠点福祉機関、 障害 

者 職業センターとが 切れ目なく連携して 就職に結びついた 事例があ ります。 困難 何 としては、 県北部 

に居住しているため、 県南部にあ る拠点医療機関と 拠点福祉機関に 妻の運転により 通っている事例が 

あ りますが、 遠方のため妻の 負担が大きく 利用回数が限られてしまっています。 県北に拠点機関があ 

れば少ない負担で 医療や福祉サービスが 利用できると 思われます。 も う ひとつの困難 側 は、 県中部の 

山間地域に居住している 事例で、 本人は自動車運転不可で 妻も仕事の都合などで 通所部門に本人を 連 

れてくることができず、 現在訪問により 相談中です。 拠点機関を量的に 充実しても、 拠点機関までの 

アクセスに制約があ るケースには 訪問サービスが 必 、 要がであ ることを示しています。 

これまでの活動を 通しての課題を 整理すると次のとおりです。 

1  地域の関係機関がそれぞれの 機能を発揮して 支援を行えば、 さきほどの好事例のような 結果が得   

られることもあ ります。 一方、 拠点機関が設置されたことで、 「高次脳機能障害のことはあ そこに任 

せてしまえぱいいんだ」という 雰囲気が地域に 広がれば、 拠点機関の設置が 逆効果になるので、 拠点 

機関がすべてを 引き受けるのではなく、 役割を分担・ 分散してどの 機関でも支援が 行える体制を 作る 

必要があ ります。 
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2  県北における 拠点機関の必要性及び 訪問サービスの 必要性については、 さきほど事例紹介でご 

説明したとおりです。 

3  岡山県では今のところ 就労を目指すケースが 多くなっています。 しかし、 10 代の人の就学支援 

や 職業から退いた 人たちの生活を 支援するというニーズも 存在するはずですから、 ライフサイクルに 

合わせた多様なニーズを 今後掘り起こして 対応していく 必要があ ると考えています。 

4  制度的には利用が 可能であ るはずなのに 実際に利用しょうとすると、 個別の調整の 中で利用が困 

難となるケースがあ ります。 例えぱ 、 介護保健施設や 精神障害者の 社会復帰施設から「高次脳機能障 

害の人は う ちの対象とはちが ぅ 」と言われることがあ ります。 受け入れ施設に 高次脳機能障害加算 金 

が 支払われるなどのインセンティブを 設けるなどして、 受け入れ促進を 図ることもひとっの 方法かと 

考えられます。 

5  支援付きの居住の 場があ れば、 更生施設から 地域での生活に 移行が可能な 人もいるので、 グルー 

プホーム等の 居住の場を充実させることが 課題と考えられます。 特に、 身体障害者が 利用できる居住 

の場が少ないことが 現在の課題です。 

80 



利用者の実態 

岡山県における 支援センター 活動状況と課題 

川崎医科大宇附属病院 

岡山県立福祉の 肘のぞみ 寮 

( 社会福祉法人旭川 荘 ) 

Ⅰ利用者 致 h4 名 ( 平成 l7 年 l 月 l4 日現在． 7 名は両機 M を利用 ) 

  医疾捷明 ．福祉 は明 とも 

男性が圧倒めに 多 L     

      
利用者の実態 利用者の実態 

  

Ⅰ利用言 救 54 名 ( 平成 l7 年 l 月 ld 日 現在． 7 名は両 牲 関を利用 ) l l Ⅰ利用者 虫 54 名 ( 平成 l7 年 l 月 l4 日現在、 7 名は両 搬 閉を利用 ) 

  

    ヨ @ 名は身体 旺 害 若手作 と疫 百手帖 モ 所持 

  三 l 毛は りぼ胆 言者千館 と 休神 俘健福 ℡手帖 ち 所持 

      

利用者の実態 
  

利用者の実態 
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Ⅰ利用 き倣 54 名 ( 平成 l7 年 l 月 l4 日現在． 7 名は両機 M を利用 ) 

・三鷹 榛 M は診断と回れ 
川はに集中する 傾向。 

・福祉 は 明は幅広い相談 
ニーズがあ る。 

      

8I 



関係機関との 連携 

l 月 l4 日現在 ) 

  医 瞭は明では福祉 ぬ 胡に 

交接を移行するための 逆 
株が 多 L     
  福祉 授明 ては明 保ぬ明と 

の 連枝乗務 が 三的に多 t     

  福祉 は M では就労にっ L   
ての連携が最も 多 t     

事業登録 

日親㈲ 

  就労 支 ぼが多い。 

  今後．施設での 生活訓典 醸 

例 を迫加する予定， 

  在宅五 %. 執 古文 撰 の追加 
も 必要   

  

女子姉寿 例 と困 嘆桂例 
一 サービスのチル 阿一 という視点から 一 
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 ヰ田井 側 県北における 拠点の必要性を 示す 例 

円山県北から 拠点臣庶 ぬ Ⅱ及び拠点福祉成明を 通院・通所利用しているが．同 

伴 吏 秩の負担が大きく 利用田鞍 が眼 られている。 以北地 垣 での 医荻 ・福祉サ ーピ 

ス 拠点が必要   

Ⅰ 困牡例 訪問サ ーピス が必要な山間部居住吉の 例 

" 。 " 。 部。 。 "" 居住 " 。                                                       
済 的理由で拠点福祉 俺 明への通所が 困 雑 であ る。 拠点福祉 捷 曲からの出張 橿 
故により・在宅生活友里を 打日中。 拠点 は M の三的充実だけてなく．訪問サ ーピ 
スも 必要とされている   

課 題 

  役 剖の分担と切れ 目無くサ ー ピス提供する 連携の確立 

2 県北における 拠点 榔 M の必要性及び 訪問サービス 充実の必要性 

  就労 交 接に偏らず．若年者から 職業主活を終えた 人まで．ライフサイクル 
にあ れせた 多席 な支接 さ 行 う こと 

4 既存のサービスの 利用を促進する 施策の必要性 

5 居住サービス @ クルーフホーム 等 ) の 姥要性 
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広島県高次脳機能障害 

支援モデル事業の 活動状況について 

広島県事業 ( 平曲 6-17 年 掛 

1, ネットワーウ 構築 
・支援体制整備連絡協議会の 設置 

県内 7 施設を指定 
将来。 広域リハ支援事業と 一体化 

・支援拠点施設の 機能整備 
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  広島県事業 (@fiE,16-17 年 杓 

Ⅰ．ネットワーク 構築 
2. 社会復帰施設の 設置 

当事者団体による 作業所開設 
平成 ]7 年 4 月認可予定 

3. 人材育成 

  
広島県事業 ( 平成 16 一 17 ヰ 度 ) 

Ⅰ・ネットワーク 構築 

2. 社会復帰施設の 設置 

3. 人材育成 

拠点施設での 支援体制 
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  """ 艇 把   回 

「 ユ ぬげ 」 

回 回 回 回 匝 
ウ ,. . Ⅰ ダア を 1 ク - 庄セ して 廿 Ⅰ 

ⅠⅠ下 す 

相談・受診者数 (HK   .I0 Ⅰ 円 2Jl@  3 ケ 月で ]24 人 ( 突入 致 ) 

広島県事業 ( 平曲 6-17 年 俺 

  
Ⅰ． ネ、 ソ トワーク構築 
2. 社会復帰施設の 設置 

3. 人材育成 
広島大学医学科教育 ガコ キュラム ヘ 

「高次脳機能障害 コを 編入 
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高次 脳 機能障害支援ネットワーク 一 " 
。 趨 :"' 

 
 

問題点 
「・拠点施設の 問題 

マンパワ一の 限界．県外受診者の 増加 

亜急性期せん 妄状態への対応困難 

2, 地域 ネ ・ソトワーウの 問題 

一般就労への 支援手順が不明確 

利用可能な福祉施設の 地域格差 

3. 人材育成 
専門家育成の 方法 
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